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１．令和７年度に検討を要する主な論点について

○ 標準仕様書4.1版を改定するための主な検討論点及び改定時期は以下のとおりです。

No 検討論点 見直しの契機 関連個所 改定時期

１
療養介護医療及び肢体不自由児通所医療のオンライン資格

確認の対応
制度改正 ２頁

令和７年８月

２
支払基金の名称が変更になることに伴い、機能要件等の支
払基金の表記の修正

制度改正 ３頁

３

令和７年度税制改正大綱（令和６年12月27日 閣議決定）にお
ける地方税における給与所得控除の見直し（55万円の最低
保障額を65万円に引き上げ）により、管理項目を追加する等
の見直しが出る場合は、所要の見直し
（令和８年度分以後の個人住民税について適用）

制度改正 ４頁

４

令和６年度税制改正大綱（令和５年12月22日 閣議決定）にお
ける地方税における扶養控除の見直し（33万円を12万円に引
き下げ）により、管理項目を追加する等の見直しが出る場合
は、所要の見直し
（令和９年度分以後の個人住民税について適用）

制度改正 ５頁 令和８年１月

※１ 公費負担医療のオンライン資格確認に関する令和６年度の先行実施等により、PMH仕様書が変更される等により
PMHへの連携内容に変更が出る場合は、自立支援医療のPMH連携に関する規定内容の見直しが発生する可能性があり
ます。

※２ 上記の他に、標準化PMOツールや関係省庁、検討会構成員からのご意見・ご質問等を踏まえ、上記の改定時期に合

わせて標準仕様書の見直しを予定しています。
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２．検討論点１の概要について

○ 検討論点１「療養介護医療及び肢体不自由児通所医療のオンライン資格確認の対応」は、今国会での審議が見
込まれている「医療法等の一部を改正する法律案」が成立した場合、自立支援医療のオンライン資格確認と同様
に、PMHとの連携機能の追加、PMH登録時の設定内容の追加を想定しています。

第十六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正

一 電子資格確認に関する事項

２ 指定療養介護医療を受けようとする療養介護医療費支給対象障害者に係る

電子資格確認の仕組みの導入について、第十の一の１から３までに準じた改

正を行うこと。（第七十条第二項及び第三項並びに第百五条の四関係）

第十 児童福祉法の一部改正

一 電子資格確認に関する事項

４ 肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る電子資格確認

の仕組みの導入について、１から３までに準じた改正を行うこと。（第二十

一条の五の三十、第二十四条の二十一及び第五十六条の六の二関係）



○ 検討論点２「支払基金の名称が変更になることに伴い、機能要件等の支払基金の表記の修正」は、今国会での
審議が見込まれている「医療法等の一部を改正する法律案」が成立した場合、標準仕様書の「支払基金」の表記を
変更する予定としています。
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３．検討論点２の概要について

第二十三 社会保険診療報酬支払基金法の一部改正

一 題名を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、法人の名称を

「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改めること。（題名関係）



○ 検討論点３「給与所得控除見直しの対応」の概要は以下のとおりです。令和７年度税制改正の大綱（令和６年12月
27日閣議決定）における「給与所得控除の見直し（55万円の最低保障額を65万円に引き上げ）」により、今後の制度
所管担当課における検討を踏まえて、標準仕様書に影響がある場合は所要の改定を行う予定です。
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４．検討論点３の概要について

給与所得控除（給与所得額）を用いた判

定を行っている制度が該当します。

特定親族特別控除

（仮称）についても、

所得判定等に影響す

ることとなり、標準

仕様書に影響がある

場合は所要の改定を

行う予定です。



○ 検討論点４「扶養控除見直しの対応」の概要は以下のとおりです。令和６年度税制改正の大綱（令和５年12月22日
閣議決定）における「扶養控除の見直し（33万円を12万円に引き下げ）」により、「第２回扶養控除見直しの影響への
対応に係る関係府省会議（令和６年11月27日開催）」の結果を踏まえて、標準仕様書に影響がある場合は所要の改
定を行う予定です。
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５．検討論点４の概要について（1/2）

【出典】 令和６年11月27日 「第２回 扶養控除見直しの影響への対応に係る関係府省会議」 議事次第、資料３



（続き）
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５．検討論点４の概要について（2/2）

「扶養控除の見直しへの対応が必要な国の制度一覧」に記載されている標準仕様書に関係する制度は以下のとおりです。

・障害児支援における利用者負担上限月額

・指定障害福祉サービス等に係る利用者負担上限月額

・自立支援医療費支給に係る負担上限額月額

・補装具費の支給

今後、政省令の改正や事務連絡・通知の

発出等により対応するとされています。

（参考）新しい算出方法の具体例

見直し前の扶養控除：３３万円

見直し後の扶養控除：１２万円

扶養控除見直し後の所得割額：２４万円

新しい算出方法

＝ ２４ ー （３３ ー１２） × ０．１

＝ ２４ ー ２．１

＝ ２１．９（所得割額）
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